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⑤ 間接工事費

（略）

別表 第 3 

 機器管理費率 

対象機器単体費 

適用区分 

項目 

1,400 万円以下 1,400 万円を超え 2億円以下 2億円を超えるもの 

下記の率とする 

機器管理費率算定式により算出された率

とする。 

ただし、変数値は下記による。 

下記の率とする 

Ａ ｂ 

機器管理費率［％］ 18.22 42380.2 -0.4711 5.21 

(2)算定式

[機器管理費率算定式]

Ｌ＝Ａ・Ｅb 

 ただし Ｌ：機器管理費率［％］ 

 Ｅ：対象額（機器単体費の合計）［単位：円］ 

   Ａ、ｂ：変数値 

 （注）Ｌの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

別表 第 4 

機器管理費率の補正 

種 別 補正係数 

機器製作及び据付調整を行う場合 1.0 

機器製作のみを行う場合 0.5 

機器を支給する場合 0.5 

上記を複合した場合 補正係数算定式により算出された係数（ｈ） 

（注）別表第 3で求めた機器管理費率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第３位を四捨五入して２位

止めとする。 

(2) 算定式

[補正係数算定式]

ｈ＝ Ｅａ＋（Ｅｂ＋Ｅｃ）×0.5 

 Ｅ 

 ただし ｈ  ：補正係数 

Ｅ  ：対象額（機器単体費の合計）［単位：円］ 

Ｅａ ：Ｅのうち機器製作及び据付調整を行う機器の機器単体費計［単位：円］ 

Ｅｂ ：Ｅのうち機器製作のみを行う機器の機器単体費計［単位：円］ 

Ｅｃ ：Ｅのうち支給する機器の機器単体費相当額計［単位：円］ 

 （注）ｈの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

⑤ 間接工事費

（略）

別表 第 3 

 機器管理費率 

対象機器単体費 

適用区分 

項目 

1,400 万円以下 1,400 万円を超え 2億円以下 2億円を超えるもの 

下記の率とする 

機器管理費率算定式により算出された率

とする。 

ただし、変数値は下記による。 

下記の率とする 

Ａ ｂ 

機器管理費率［％］ 18.22 42380.2 -0.4711 5.21 

(2)算定式

[機器管理費率算定式]

Ｌ＝Ａ・Ｅb 

 ただし Ｌ：機器管理費率［％］ 

 Ｅ：対象額（機器単体費の合計）［単位：円］ 

   Ａ、ｂ：変数値 

 （注）Ｌの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

別表 第 4 

機器管理費率の補正 

種 別 補正係数 

機器製作及び据付調整を行う場合 1.0 

機器製作のみを行う場合 0.5 

機器を支給する場合 0.5 

機器移設する場合 0.5 

上記を複合した場合 補正係数算定式により算出された係数（ｈ） 

（注１）別表第 3 で求めた機器管理費率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止

めとする。 

(2) 算定式

[補正係数算定式]

ｈ＝ Ｅａ＋（Ｅｂ＋Ｅｃ＋Ｅｄ）×0.5 

 Ｅ 

 ただし ｈ  ：補正係数 

Ｅ  ：対象額（機器単体費の合計）［単位：円］ 

Ｅａ ：Ｅのうち機器製作及び据付調整を行う機器の機器単体費計［単位：円］ 

Ｅｂ ：Ｅのうち機器製作のみを行う機器の機器単体費計［単位：円］ 

Ｅｃ ：Ｅのうち支給する機器の機器単体費相当額計［単位：円］ 

Ｅｄ ：Ｅのうち移設する機器の機器単体費相当額計［単位：円］ 

 （注）ｈの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

機器移設作業に関する

機器管理費の変更

移設対象額の追加

移設対象額の追加
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